
（注　令和3年3月15日厚生労働省告示第73号改正現在）

＊「根拠・備考」欄の略称は、自己点検シート（人員・設備・運営編）による。

令和７年度版

自　己　点　検　シ　ー　ト

（介護報酬編）　

介　護　老　人　福　祉　施　設

３　指定施設サービス等介護給付費加算等

事業所番号：　３３　　　　　　　　　　　　　

施　設　名：　　　　　　　　　　　　　　　　

年　月　日：　令和　　　年　　　月　　　日　

担　当　者：　　　　　　　　　　　　　　　　

「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日　厚生省告示第21号) 
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根拠 報酬請求上の措置等（遡及）

告示
通知

通知

告示

告示
通知

告示
通知

返還金及び加算金の徴収

（参照）　「報酬請求指導マニュアル」に基づく加算請求指導に関するＱ＆Ａについて（平成19年3月1日付け事務連絡）の（別紙）加算請求指導時等における対応

届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考

月平均の入所者数 □
運営規程に定める
入所定員を超える

入所定員40人以下で、市町村による措置又は入院中の入所者の再入所が早
まった特例入所者の数 □ 定員の１０５％超

入所定員40人超で、市町村による措置又は入院中の入所者の再入所が早まっ
た特例入所者の数 □ 定員＋２人超

入所見込者の家族の急遽入院等、事情を勘案して施設に入所することが適当
と認められる特例入所者の数 □ 定員の１０５％超

301 介護福祉施設サービス（対応）

区分 報酬請求の内容

指
　
　
導

取扱いが不適切

加算報酬上の基準要件を満たし、解釈通知に即したサービス提供を行ってい
るが、不適切な取扱いが認められる場合

文書指導

解釈通知に即したサービス提供を実施していないものの、加算本来の趣旨を
満たしていないとまではいえない場合

基準等不適合

加算報酬上の基準要件を一つでも満たしていない場合

過誤調整

解釈通知に即したサービス提供を実施していないことにより加算本来の趣旨
を満たしていない場合

監　　査
加算報酬上の基準要件を満たしていない場合及び解釈通知に即したサービ
ス提供が実施されていない場合であって、当該報酬請求の内容が著しく悪質
で不正な請求と認められる場合

301 介護福祉施設サービス    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

点検結果

・21号告示1ｲﾛ注1・注2､27号告示12号ｲ
・39号省令25条､48条
・施設条例29条、52条
・H121121/77・123号通知､同Q&A､40号通知第
2-1(3)､-5(3)､Q&AH15/4Vol.2Q13定員超過利用減算

【Ⅰ872,880】
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□

人員基準欠如減算（介護職員
又は看護職員）
【Ⅰ873,881】

常勤換算方法で、入所者の数が３又はその端数が増すごとに１以上配置 □ 未配置

・21号告示1ｲﾛ注1･注2
・96号告示47､27号告示12ﾛﾊ
・39号省令2条1項3号ｲ
・施設条例3条1項3号ｲ
・40号通知第2-1(5)､-5(1)･(2)･(4)

入所者数30人以下 □ １人未満

入所者数30人超50人以下 □ ２人未満

入所者数50人超130人以下 □ ３人未満

入所者数130超 □
３＋５０又は端数を
増す毎に１を加え
た数未満

□
人員基準欠如減算（常勤看護
職員）
【Ⅰ873,881】

看護職員のうち１人以上は常勤の者を配置 □ 未配置

・21号告示1ｲﾛ注1、注2
・27号告示12ﾛﾊ
・39号省令2条6項
・施設条例3条6項

□
人員基準欠如減算（介護支援
専門員）
【Ⅰ873,881】

専らその職務に従事する常勤の介護支援専門員を１人以上配置（入所者数が
100人又はその端数が増す毎に１を加えた数を標準とし、増員分については非
常勤でも可）

□ 未配置

・21号告示1ｲﾛ注1、注2・27号告示12号ﾛﾊ
・39号省令2条1項6号9項
・施設条例3条1項6号･9項
（括弧書きは人員基準欠如減算の対象外）

届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考

入所・利用者数25人以下 □ 看護・介護１人未満

入所・利用者数26人以上60人以下 □ 　〃　２人未満

入所・利用者数61人以上80人以下 □ 　〃　３人未満

入所・利用者数81人以上100人以下 □ 　〃　４人未満

入所・利用者数101人以上 □
　〃　４＋２５又
は端数を増す毎に
１を加えた数未満

ユニット型　２ユニットごとに１以上 □ 満たさない

日中常時１名以上の介護職員又は看護職員の配置 □ 未配置

ユニットごとに常勤のユニットリーダーの配置 □ 未配置

・21号告示1ｲﾛ注1・注2
・96号告示47
・27号告示12ﾛﾊ
・39号省令2条1項3号ﾛ
・施設条例3条1項3号ﾛ
・40号通知第2-1(5)､-5(1)

人員基準欠如減算（看護職
員）
【Ⅰ873,881】

夜勤減算
【Ⅰ879,881】

□

□

ユニットケア減算
【Ⅰ881】

・21号告示1ｲﾛ注3
・96号告示49(11準用)
・40号通知第2-5(4)､Q&AH190219問1

点検結果

・21号告示1ｲﾛ注1、注2､29号告示5ｲﾛ(1ﾛ準用)
・40号通知第2-1(6)､第2-2(4)･(5)､第2-5(2)･(5)

入所･利用者数：前年度の平均(小数点以下切
上げ)を用い短期併設の場合は本体入所者数に
短期利用者数を合算
夜勤時間帯(PM20時～AM5時を含む連続した
16時間)に歴月で基準未満の日が2日以上連続
した場合又は4日以上発生した場合に減算
一部ﾕﾆｯﾄ型：各々で基準を計算し､一方が基準
未満の場合は利用者全体を減算

見守り機器設置等による配置基準緩和要件あり
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

身体拘束等を行う場合の記録 □ 未整備

身体的拘束の適正化のための指針の整備 □ 未整備

身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催 □ 未実施

身体的拘束の適正化のための定期的な研修の実施 □ 未実施

事故発生の防止のための指針の整備 □ 未実施

事実の報告及びその分析を通じた改善策の従業者に対する周知徹底 □ 未実施

事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等活用可）及び従業者
に対する定期的な研修の実施 □ 未実施

上記措置を実施するための担当者の設置 □ 未設置

虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するととも
に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るこ
と。

□ 未実施

虐待の防止のための指針を整備 □ 未実施

介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修の定期的な実
施 □ 未実施

上記の掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 □ 未実施

□
業務継続計画未策定減算
【Ⅰ882】

感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する施設サービスの提
供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図
るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継
続計画に従い必要な措置を講じること。

□ 未実施

　令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びま
ん延の防止のための指針及び非常災害に関する
具体的計画を策定している場合には、減算は適用
しませんが、義務となっていることを踏まえ、速や
かに作成が必要。

栄養士又は管理栄養士を１以上配置（入所定員40人超） □ 未配置

各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に実施 □ 未実施

身体拘束廃止未実施減算
【Ⅰ881】

・21号告示1ｲﾛ注4
・95号告示86
・39号省令11条5項､42条7項
・施設条例14条5項､46条7項
・40号通知第2-5(5)
・Q&AH180904問10
・Q&AH30Vol.1問87
・Q&AR3Vol.3問88

高齢者虐待防止措置未実施減
算
【Ⅰ882】

□

□
安全管理体制未実施減算
【Ⅰ881】

・21号告示1ｲﾛ注5
・39号基準省令第35条第1項
・40号通知第2-5(6)
・95号告示86の2

基準省令第35条第1項の基準に適合しない場合
に減算

□

□
栄養管理に係る減算
【Ⅰ882】

・21号告示1ｲﾛ注6
・39号基準省令第2条、第17条の2
・40号通知第2-5(7)
・95号告示86の3

-4 -



届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

算定月の属する月の前６月間又は前１２月間の新規入所者の総数のう
ち、要介護４・５の者が７０／１００以上、若しくは認知症日常生活自
立度Ⅲ以上の者が６５／１００以上又は入所者のうち社会福祉士及び介
護福祉士法施行規則第１条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割
合が１５／１００以上

□ 該当

介護福祉士の数　常勤換算方法で、入所者の数が６又はその端数を増す
ごとに１以上 □ 配置

定員、人員基準に適合 □ 該当

サービス提供体制強化加算を算定していない □ 該当

定員３０人以上５０人以下（H30.3.31までに指定を受けた施設にあって
は定員３１人以上５０人以下） □ 該当

常勤看護師１名以上 □ 配置

定員、人員基準に適合 □ 該当

定員が５１人以上（H30.3.31までに指定を受けた施設にあっては定員３
０人又は５１人以上） □ 該当

常勤看護師１名以上 □ 配置

定員、人員基準に適合 □ 該当

・21号告示1ｲﾛ注7
・96号告示50(41準用)､27号告示12号
・40号通知第2-5(8)
・Q&AH21Vol.1問73～76､Vol.2問31･32
・H24Vol.267問196,197、H27Vol.454問122～129
・R3Vol.3問82
要介護度4･5又は認知症入所者割合：届出月前3
月の各末日時点の割合の平均(毎月割合算定要)
介護福祉士数算定時の入所者数：前年度平均
介護福祉士数：届出月の前3月平均(毎月算定要)
介護福祉士資格：前月末日時点で取得
「介護報酬改正点の解説」P713、714、717

日常生活継続支援加算（Ⅰ）
（Ⅱ）
【Ⅰ883,884,885】

□

看護体制加算(Ⅰ)ロ
【Ⅰ886,887】

□

□

該当

□

※介護福祉士の数　常勤換算方法で、入所者の数が７又はその端数を増
すごとに１以上の配置とする場合は以下の要件を満たすこと
①業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器を複数
種類使用
②介護機器の使用により業務効率化が図られた際、その効率化された時
間は、ケアの質の向上及び職員の負担の軽減に資する取組に充てること
③介護機器を安全かつ有効に活用するための委員会（テレビ電話装置等
活用可）を３月に１回以上開催
④入所者の安全及びケアの質の確保に関する事項を実施
⑤職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮に関する事項を実施
⑥介護機器の不具合がないことをチェックする仕組み、メーカーと連携
した定期的な点検の実施
⑦介護機器の使用方法の講習やヒヤリハット事例等の周知、その事例を
通じた再発防止策の実習等を含む職員研修の実施

看護体制加算(Ⅰ)イ
【Ⅰ886,887】

・21号告示1ｲﾛ注8
・96号告示51､27号告示12号
・40号通知第2-5(9)､-2(8)
・Q&AH21Vol.1問78～83
短期併設の場合は短期とは別に常勤看護師を1
名以上配置
空床利用の場合は本体施設と一体的に算定可
看護体制加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時算定可で(Ⅰ)の
常勤看護師を(Ⅱ)の看護職員常勤換算数に算
入可
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

定員３０人以上５０人以下（H30.3.31までに指定を受けた施設にあって
は定員３１人以上５０人以下） □ 該当

看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が２５又はその端数を増
すごとに１以上で、加えて配置基準数に1を加えた数以上配置 □ 配置

看護職員により、又は病院等の看護職員との連携による２４時間の連絡
体制 □ あり

定員、人員基準に適合 □ 該当

定員が５１人以上（H30.3.31までに指定を受けた施設にあっては定員３
０人又は５１人以上） □ 該当

看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が２５又はその端数を増
すごとに１以上で、加えて配置基準数に1を加えた数以上配置 □ 配置

看護職員により、又は病院等の看護職員との連携による２４時間の連絡
体制 □ あり

定員、人員基準に適合 □ 該当

介護福祉施設サービス費 □ 算定

定員３０人以上５０人以下（H30.3.31までに指定を受けた施設にあって
は定員３１人以上５０人以下） □ 該当

□

□

□
看護体制加算(Ⅱ)ロ
【Ⅰ886,887】

夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ
【Ⅰ888,889,890】

看護体制加算(Ⅱ)イ
【Ⅰ886,887】

・21号告示1ｲﾛ注8
・96号告示51､27号告示12号
・40号通知第2-5(9)､-2(8)
・Q&AH21Vol.1問78～83

短期併設の場合は短期とは別に常勤換算で
25：1＋配置基準数に1名以上配置。兼務職員
は勤務実態等に基づき常勤換算数を特養と短
期に按分
空床利用の場合は本体施設と一体的に算定可
看護体制加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時算定可で(Ⅰ)の
常勤看護師を(Ⅱ)の看護職員常勤換算数に算
入可
機能訓練指導員を兼務する看護職員は看護業
務に係る勤務時間数を常勤換算数に算入可

・21号告示1ｲﾛ注9､29号告示5
・40号通知第2-5(10)､第2-2(12)
・Q&AH21Vol.1問19･84～92

1日平均夜勤職員数：歴月ごとに夜勤時間帯
(PM20時～AM5時を含む連続した16時間)での
延夜勤時間数を当該月の日数×16で除して算
定(小数点3位以下切捨)

短期併設の場合は本体入所者数と短期利用者
を合算した人数を入所者数とし､必要となる夜勤
職員数に1名以上加えて配置（ただし、「介護ロ
ボットの導入」が「あり」の場合は0.9名以上加え
た配置）
加算Ⅰ～Ⅳはいずれか１つのみ算定可能であ
り、同時算定は不可

ﾕﾆｯﾄ型（一部ﾕﾆｯﾄ型のﾕﾆｯﾄ部)にあっては増
配した夜勤職員を必ずしも特定ﾕﾆｯﾄに配置す
る必要はない

（Ⅲ）（Ⅳ）について、認定特定行為業務従事者
が所属する事業所は、「登録特定行為事業者」
として県へ登録申請を行う必要があることに注意
すること。

0.6人配置要件については、見守り機器やＩＣＴ
導入後、上記要件を少なくとも３ヶ月以上試行
し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜
勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職
員が参画する委員会において、安全体制やケ
アの質の確保、職員の負担軽減が図られている
ことを確認したうえで届け出るものとする。
・Q&AVol.3問77～78、81
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

夜勤職員数に１以上加えた職員の配置
a)0.9加えた数とする要件
ⅰ見守り機器を入所者数の10％以上配置
ⅱ見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、検討
b)0.6加えた数とする要件
ⅰ夜勤時間帯を通じて、見守り機器を入所者数以上設置
ⅱ夜勤時間帯を通じて、全ての介護又は看護職員が情報通信機器を使用
し、連携促進している
ⅲ安全体制及びケアの質の確保並びに負担軽減に関する事項を実施し、
安全かつ有効に活用するための委員会を設置し介護職員、看護職員その
他の職種の者と共同して検討等を行い、事項の実施を定期的に確認
c)0.8加えた数とする要件
ⅰ夜勤時間帯を通じて、見守り機器を入所者数以上設置
ⅱ夜勤時間帯を通じて、全ての介護又は看護職員が情報通信機器を使用
し、連携促進している
ⅲ安全体制及びケアの質の確保並びに負担軽減に関する事項を実施し、
安全かつ有効に活用するための委員会を設置し介護職員、看護職員その
他の職種の者と共同して検討等を行い、事項の実施を定期的に確認（夜
勤時間帯における緊急時の体制整備が必要）

□ 該当

介護福祉施設サービス費 □ 算定

定員が５１人以上（H30.3.31までに指定を受けた施設にあっては定員３
０人又は５１人以上） □ 該当

夜勤職員数に１以上加えた職員の配置
（見守り機器導入による基準は、（Ⅰ）イ準用） □ 該当

□

□

夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ
【Ⅰ888,889,890】

夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ
【Ⅰ888,889,890】

・21号告示1ｲﾛ注9､29号告示5
・40号通知第2-5(10)､第2-2(12)
・Q&AH21Vol.1問19･84～92

1日平均夜勤職員数：歴月ごとに夜勤時間帯
(PM20時～AM5時を含む連続した16時間)での
延夜勤時間数を当該月の日数×16で除して算
定(小数点3位以下切捨)

短期併設の場合は本体入所者数と短期利用者
を合算した人数を入所者数とし､必要となる夜勤
職員数に1名以上加えて配置（ただし、「介護ロ
ボットの導入」が「あり」の場合は0.9名以上加え
た配置）
加算Ⅰ～Ⅳはいずれか１つのみ算定可能であ
り、同時算定は不可

ﾕﾆｯﾄ型（一部ﾕﾆｯﾄ型のﾕﾆｯﾄ部)にあっては増
配した夜勤職員を必ずしも特定ﾕﾆｯﾄに配置す
る必要はない

（Ⅲ）（Ⅳ）について、認定特定行為業務従事者
が所属する事業所は、「登録特定行為事業者」
として県へ登録申請を行う必要があることに注意
すること。

0.6人配置要件については、見守り機器やＩＣＴ
導入後、上記要件を少なくとも３ヶ月以上試行
し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜
勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職
員が参画する委員会において、安全体制やケ
アの質の確保、職員の負担軽減が図られている
ことを確認したうえで届け出るものとする。
・Q&AVol.3問77～78、81
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

ユニット型介護福祉施設サービス費 □ 算定

定員３０人以上５０人以下（H30.3.31までに指定を受けた施設にあって
は定員３１人以上５０人以下） □ 該当

夜勤職員数に１以上加えた職員の配置
a)0.9加えた数とする要件
ⅰ見守り機器を入所者数の10％以上配置
ⅱ見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、検討
b)0.6加えた数とする要件
ⅰ夜勤時間帯を通じて、見守り機器を入所者数以上設置
ⅱ夜勤時間帯を通じて、全ての介護又は看護職員が情報通信機器を使用
し、連携促進している
ⅲ安全体制及びケアの質の確保並びに負担軽減に関する事項を実施し、
安全かつ有効に活用するための委員会を設置し介護職員、看護職員その
他の職種の者と共同して検討等を行い、事項の実施を定期的に確認

□ 該当

夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ
【Ⅰ888,889,890】□
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

ユニット型介護福祉施設サービス費 □ 算定

定員が５１人以上（H30.3.31までに指定を受けた施設にあっては定員３
０人又は５１人以上） □ 該当

夜勤職員数に１以上加えた職員の配置
見守り機器の導入による基準は、（Ⅱ）イ準用） □ 該当

介護福祉施設サービス費 □ 算定

定員３０人以上５０人以下（H30.3.31までに指定を受けた施設にあって
は定員３１人以上５０人以下） □ 該当

夜勤職員数に１以上加えた職員の配置
見守り機器の導入による基準は、（Ⅰ）イ準用） □ 該当

夜勤時間帯を通じて、看護職員又は喀痰吸引が可能な介護職員を配置し
ている □ 該当

介護福祉施設サービス費 □ 算定

定員が５１人以上（H30.3.31までに指定を受けた施設にあっては定員３
０人又は５１人以上） □ 該当

夜勤職員数に１以上加えた職員の配置
見守り機器の導入による基準は、（Ⅰ）イ準用） □ 該当

夜勤時間帯を通じて、看護職員又は喀痰吸引が可能な介護職員を配置し
ている □ 該当

ユニット型介護福祉施設サービス費 □ 算定

定員３０人以上５０人以下（H30.3.31までに指定を受けた施設にあって
は定員３１人以上５０人以下） □ 該当

夜勤職員数に１以上加えた職員の配置
見守り機器の導入による基準は、（Ⅱ）イ準用） □ 該当

夜勤時間帯を通じて、看護職員又は喀痰吸引が可能な介護職員を配置し
ている □ 該当

ユニット型介護福祉施設サービス費 □ 算定

定員が５１人以上（H30.3.31までに指定を受けた施設にあっては定員３
０人又は５１人以上） □ 該当

夜勤職員数に１以上加えた職員の配置
見守り機器の導入による基準は、（Ⅱ）イ準用） □ 該当

夜勤時間帯を通じて、看護職員又は喀痰吸引が可能な介護職員を配置し
ている □ 該当

□

夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ
【Ⅰ888,889,890】□

夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ
【Ⅰ888,889,890】

□

□

□

夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ
【Ⅰ888,889,890】

夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ
【Ⅰ888,889,890】

夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ
【Ⅰ888,889,890】
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

12人を標準とするユニットでケアを実施 □ あり

個室的なしつらえ、準ユニットごとに共同生活室の設置 □ あり

日中、準ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員の配置 □ 配置

夜間、深夜に２準ユニットごとに１人以上の介護・看護職員の配置 □ 配置

準ユニットごとに常勤のユニットリーダー配置 □ 配置

外部（指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所
又はリハビリテーションを実施している医療提供施設）の理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士又は医師からの助言に基づき、当該事業所の機能訓練指導
員、看護職員、介護職員、生活相談員その他職種の者が共同して身体状況等
の評価及び個別機能訓練計画を作成している

□ 該当

個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能または生活機能向上を目的と
する機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に
応じた機能訓練を適切に提供している

□ 該当

機能訓練指導員等が３月ごとに１回以上評価し、利用者又はその家族に対して
機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓
練内容の見直し等を行っている

□ 該当

□

□

・21号告示1ｲﾛ注10
・96号告示52(43準用)
・40号通知第2-5(11)
・Q&AH180904問7～9

見守り機器の導入
【Ⅰ889,890】

（0.9人以上配置の場合）
①利用者の動向を検知できる見守り機器を、入所者の数の１／１０以上
の数設置している
②見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な
検討等が行われている

（0.6人以上又は0.8人以上の場合）
①夜勤時間帯を通じて、見守り機器を入所者の数以上に設置している
②夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、情
報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られている
③見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を3月に1回以上
開催
④入所者の安全及びケアの質の確保に関する事項を実施
⑤夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮に関する事項を実
施
⑥見守り機器の不具合がないことをチェックする仕組み、メーカーと連
携した定期的な点検の実施
⑦見守り機器の使用方法の講習やヒヤリハット事例等の周知、その事例
を通じた再発防止策の実習等を含む職員研修の実施

□

・21号告示1ｲﾛ注11、40号通知第2-5（13）
・95号告示42の4
※（Ⅰ）は訪問不要

個室的なしつらえ：視線遮断を前提とし仕切り
は建具可、家具･ｶｰﾃﾝ不可、天井の隙間は可

29号告示5ﾛ
40号通知第2-5(10)、第2-2(12)
・Q&AH30Vol.1問88～90
・Q&AR3Vol.3問77～78、81

「見守り機器」は、入所者がベッドから離れようと
している状態又は離れたことを検知できるセン
サー及び当該センターから得られた情報を外部
通信機能により職員に通報できる機器であり、入
所者の見守りに資するもの。

「見守り機器を安全かつ有効に活用するための
委員会」は、３月に１回以上行うこと。

該当

□ 該当

□
生活機能向上連携加算（Ⅰ）
【Ⅰ892,893,894】

準ユニットケア加算
【Ⅰ891】
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

外部（指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所
又はリハビリテーションを実施している医療提供施設）の理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士又は医師が当該施設を訪問し、当該事業所の機能訓練指導
員、看護職員、介護職員、生活相談員その他職種の者が共同して身体状況等
の評価及び個別機能訓練計画を作成している

□ 該当

・21号告示1ｲﾛ注11、40号通知第2-5（13）
・95号告示42の4
※（Ⅱ）は訪問が必要

個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能または生活機能向上を目的と
する機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に
応じた機能訓練を適切に提供している

□ 該当

機能訓練指導員等が３月ごとに１回以上評価し、利用者又はその家族に対して
機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓
練内容の見直し等を行っている

□ 該当

生活機能向上連携加算（Ⅱ）
【Ⅰ892,893,894】□

-11 -



届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

多職種共同による個別機能訓練計画の作成 □ 作成

専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１人以上配
置 □ 配置

利用者数が100人超の場合、利用者の数を100で除した数以上配置 □ 配置 短期併設の場合は短期利用者を入所者に合算

訓練の効果、実施方法等に対する評価 □ あり

個別機能訓練開始時の利用者への説明の有無 □ あり 個別機能訓練計画書

入所者に対する計画の内容説明、記録（テレビ電話装置等活用可） □ ３月毎に実施 実施時間､訓練内容､担当者等の記録

個別機能訓練に関する記録の保管、閲覧への対応 □ あり

多職種共同による個別機能訓練計画の作成 □ 作成

専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１人以上配
置 □ 配置

利用者数が100人超の場合、利用者の数を100で除した数以上配置 □ 配置 短期併設の場合は短期利用者を入所者に合算

訓練の効果、実施方法等に対する評価 □ あり 個別機能訓練計画書

個別機能訓練開始時の利用者への説明の有無 □ あり

入所者に対する計画の内容説明、記録（テレビ電話装置等活用可） □ ３月毎に実施

個別機能訓練に関する記録の保管、閲覧への対応 □ あり

個別機能訓練計画の内容等を厚生労働省に提出しフィードバック情報の
活用 □ あり

個別機能訓練加算（Ⅱ）
【Ⅰ894,895】

個別機能訓練加算（Ⅰ）
【Ⅰ894,895】

実施時間､訓練内容､担当者等の記録

□

□

・21号告示1ｲﾛ注12､
・40号通知第2-5(14)､-4(7)準用､
・老老発0316第4号「科学的介護情報システ
ム（LIFE)関連加算に関する基本的考え方並
びに事務処理手順及び様式例の提示につい
て」
・Q&AH18/4Vol.1問76･77､Vol.3問15

・21号告示1ｲﾛ注12
・40号通知第2-5(14)､-4(7)準用
・Q&AH18/4Vol.1問76･77､Vol.3問15
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

多職種共同による個別機能訓練計画の作成 □ 作成

専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１人以上配
置 □ 配置

利用者数が100人超の場合、利用者の数を100で除した数以上配置 □ 配置

訓練の効果、実施方法等に対する評価 □ あり

個別機能訓練開始時の利用者への説明の有無 □ あり

入所者に対する計画の内容説明、記録（テレビ電話装置等活用可） □ ３月毎に実施

個別機能訓練に関する記録の保管、閲覧への対応 □ あり

個別機能訓練計画の内容等を厚生労働省に提出しフィードバック情報の
活用 □ あり

個別機能訓練加算(Ⅲ)における個別機能訓練、口腔、栄養の一体的取組
についての基本的な考え方は別途通知（「リハビリテーション・個別機
能練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）を参考とし、関係
職種間で共有すべき情報は、同通知の様式１－４を参考とした上で、常
に当該施設の関係職種による閲覧への対応

□ あり

個別機能訓練加算（Ⅲ）
【Ⅰ894,895】□
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

評価対象者の総数が１０人以上 □ 該当

評価対象者全員について、評価対象利用開始月と、当該月の翌月から起
算して６月目（６月目にサービスの利用がない場合については利用が
あった最終の月）においてＡＤＬを評価し、その評価に基づく値を測定
し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出している

□ 該当

ＡＤＬの評価は一定の研修を受けた者により、Barthel Indexを用いて
行っている。 □ 該当

ＡＤＬ利得の平均値が１以上である □ 該当

評価対象者全員について、評価対象利用開始月と、当該月の翌月から起
算して6月目（6月目にサービスの利用がない場合については利用があっ
た最終の月）においてＡＤＬを評価し、その評価に基づく値を測定し、
測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出している

□ 該当

ＡＤＬの評価は一定の研修を受けた者により、Barthel Indexを用いて
行っている □ 該当

ＡＤＬ利得の平均値が２以上である □ 該当

若年性認知症入所者ごとに個別に担当者を定める □ 定めている

入所者に応じた適切なサービス提供 □ 実施

認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定していない □ 算定していない

専ら施設の職務に従事する常勤の医師１名以上配置 □ 配置

入所者数が１００人超の場合、入所者の数を１００で除した数以上配置 □ 配置

ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）
【Ⅰ896,897】□

ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）
【Ⅰ896,897】□

・21号告示1ｲﾛ注13
・40号通知第2-5(15)
・95号告示16の2
・94号告示56の2
・老老発0316第4号「科学的介護情報システ
ム（LIFE)関連加算に関する基本的考え方並
びに事務処理手順及び様式例の提示につい
て」
・Q&AR3Vol.3問19、問34～43、Vol.6問5、
Vol.7問3、Vol.9問1

該当

□

・21号告示1ｲﾛ注15

・21号告示1ｲﾛ注14
・95号告示64(18準用)､
・40号通知第2-5(12)､-2(14)準用､
・Q&AH21Vol.1問101･102

若年性認知症入所者受入加算
【Ⅰ897】

□
・21号告示1ｲﾛ注13
・40号通知第2-5(15)
・95号告示16の2
・94号告示56の2
・老老発0316第4号「科学的介護情報システ
ム（LIFE)関連加算に関する基本的考え方並
びに事務処理手順及び様式例の提示につい
て」
・Q&AR3Vol.2問19、問34～43、Vol.6問5、
Vol.7問3、Vol.9 問1

評価対象者の総数が10人以上

専従の常勤医師配置加算
【Ⅰ897】
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

認知症入所者が全入所者の１／３以上 □ 満たす

精神科担当医師が月２回以上定期的に療養指導を実施 □ 実施

常勤医師加算の算定 □ 算定していない

配置医師が精神科を兼ねる場合 □ ５回目以降

療養指導の記録の整備 □ あり 療養指導の記録

要件に該当する視覚障害者、聴覚障害者、言語機能障害者、知的障害者
及び精神障害者である入所者の合計数が１５人以上又は入所者全体の３
０／１００以上

□ 満たす

専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤職員１名以上配置 □ 配置

障害者生活支援員として点字、点訳、手話通訳、知的障害者福祉司、精
神保健福祉相談員等の要件を満たす □ 満たす 履歴書等

入所者が50人超の場合は、１名以上かつ視覚障害者等である入所者を50
で除して得た数以上配置 □ 配置

要件に該当する視覚障害者、聴覚障害者、言語機能障害者、知的障害者
及び精神障害者である入所者の割合が入所者全体の５０／１００以上 □ 満たす

専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤職員２名以上配置 □ 配置

障害者生活支援員として点字、点訳、手話通訳、知的障害者福祉司、精
神保健福祉相談員等の要件を満たす □ 満たす 履歴書等

入所者が５０人超の場合は、２名以上かつ視覚障害者等である入所者を
50で除して得た数以上配置 □ 配置

□

・21号告示1ｲﾛ注16
・40号通知第2-5(16)

・21号告示1ｲﾛ注17
・94号告示57(44準用)､58(45準用)
・40号通知第2-5(17)
・Q＆AH27Vol.454問139

□

障害者生活支援体制加算
（Ⅱ）
【Ⅰ899,900】

・21号告示1ｲﾛ注17
・94号告示57(44準用)､58(45準用)
・40号通知第2-5(17)
・Q＆AH27Vol.454問139

精神科医師配置加算
【Ⅰ898,899】

障害者生活支援体制加算
（Ⅰ）【Ⅰ899,900】
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

入院又は外泊をした場合 □ ６日以下

短期入所生活介護のベッドへの活用の有無 □ なし

居宅における外泊をした場合 □ ６日以下

介護老人福祉施設が居宅サービスを提供 □ あり

平成17年9月30日に従来型個室に入所していて、平成17年10月1日以降引
き続き従来型個室に入所している □ 該当

当該期間中に、特別な居室提供を受けたことに伴う特別な室料を払って
いない □ 該当

継続して当該従来型個室に入所していた者が、一旦、従来型個室を退所
した後、再度従来型個室に入所した場合は、経過措置対象外としている □ 対象外としている

感染症等により従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者
で、従来型個室への入所期間が３０日以内である □ 該当

･21号告示1ｲ注21

入所者一人当たりの面積が10.65㎡以下に適合する従来型個室に入所して
いる □ 該当

著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響
を及ぼす恐れがあるとして、従来型個室への入所が必要であると医師が
判断した。

□ 該当

入所した日から起算して３０日以内の算定 □ 満たす

算定期間中の外泊 □ なし

過去３月以内の当該施設への入所(自立度判定基準によるⅢ、Ⅳ、Ｍの場
合は１月以内) □ なし

30日を超える入院後の入所 □ あり

･21号告示1ｲ注20
･94号告示59
･40号通知第2-5(23)従来型個室に入所していた者の

取扱い
【Ⅰ900,901,902】

初期加算
【Ⅰ902】

21号告示1ﾊ､40号通知第2-5(20)

外泊時在宅サービス利用の費
用【Ⅰ900,901】

・21号告示1ｲﾛ注19
・40号通知第2-5(19)
上記入院・外泊加算を算定する場合には算定
不可

・21号告示1ｲﾛ注18
・40号通知第2-5(15)
・Q&AH15/4Vol.2Q11

従来型個室の多床室利用
【Ⅰ900】

入院・外泊時の費用
【Ⅰ900】
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

退所時栄養情報連携加算
【Ⅰ902】

特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所
者が施設から退所する際に、その居宅に退所する場合は当該入所者の主
治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対して、病院、
診療所又は他の介護保険施設に入院又は入所する場合は当該医療機関等
に対して、当該入所者の同意を得て、管理栄養士が当該入所者の栄養管
理に関する情報を提供したときは、当該入所者が退所した日の属する月
において、１月につき１回を限度として７０単位を算定しているか。

□ 該当

定員、人員基準に適合 □ 該当

指定介護老人福祉施設の入所時に経口により食事を摂取していた者が、
医療機関に入院し、当該入院中に、経管栄養又は嚥下調整食の新規導入
となった場合であって、退院後直ちに二次入所した者が対象

□ 該当

管理栄養士が医療機関を訪問の上、当該医療機関での栄養に関する指導
又はカンファレンスに同席し、当該医療機関の管理栄養士と連携して、
二次入所後の栄養ケア計画を作成している
同席は、テレビ電話装置等活用可（当該者又はその家族が参加する場合
は、その同意を得ること）

□ 満たす

栄養ケア計画について、二次入所後に入所者又はその家族の同意 □ あり

栄養管理減算を算定していない □ 算定していない

入所期間が１月を超える(見込みを含む) □ 満たす

介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員又は医師のい
ずれかが退所後生活する居宅を訪問し、利用者及び家族に対し相談援助
を実施(２回を限度)

□ 満たす

退所の理由が病院、診療所、他の介護保険施設への入院・入所、死亡で
はない □ 満たす

相談援助は、介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員
又は医師が協力して行う □ 満たす

相談援助は、入所者及びその家族等いずれにも行う □ 満たす

相談援助等を行った日及び内容の記録をする □ 満たす

再入所時栄養連携加算
【Ⅰ902】

21号告示1ﾆ､40号通知第2-5(21)
95号告示65の2

・21号告示1ﾎ(1)注1
・40号通知第2-5(22)①ｲ
・H24vol267問185

退所前訪問相談援助加算
【Ⅰ904】
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

退所後３０日以内に居宅を訪問し入所者及び家族等に対し相談援助を実
施（退所後１回を限度） □ 満たす

退所の理由が病院、診療所、他の介護保険施設への入院・入所、死亡で
はない □ 満たす

相談援助は、介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員
又は医師が協力して行う □ 満たす

相談援助は、入所者及びその家族等いずれにも行う □ 満たす

相談援助等を行った日及び内容の記録をする □ 満たす

・21号告示1ﾎ(2)注2
・40号通知第2-5(22)①ﾛ

退所後訪問相談援助加算
【Ⅰ904】
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

入所期間が１月を超える(見込みを含む) □ 満たす

退所時に入所者等に対し退所後の居宅サービス等についての相談援助を
実施 □ 満たす

退所日から２週間以内に市町村に加えて、老人介護支援センター（地域
包括支援センターに替えることも可）に対し、入所者の同意を得て介護
状況を示す文書による情報提供

□ 満たす

退所の理由が病院、診療所、他の介護保険施設への入院・入所、死亡で
はない □ 満たす

相談援助は、介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員
又は医師が協力して行う □ 満たす

相談援助は、入所者及びその家族等いずれにも行う □ 満たす

相談援助の実施日、内容の記録の整備 □ 満たす ･相談記録

入所期間が１月を超える(見込みを含む) □ 満たす

退所に先立って居宅介護支援事業者に対し、入所者の同意を得て介護状
況を示す文書による情報提供をし、かつ、居宅サービス等の利用に関す
る調整を実施

□ 満たす

退所の理由が病院、診療所、他の介護保険施設への入院・入所、死亡で
はない □ 満たす

相談援助は、介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員
又は医師が協力して行う □ 満たす

連携を行った日、内容に関する記録の整備 □ 満たす ･相談記録

入所者が退所して医療機関に入院する場合、当該医療機関に対して、入
所者を紹介するに当たっては、文書に必要な事項を記載の上、当該医療
機関に交付するとともに、交付した文書の写しを介護記録等への添付の
実施

□ 満たす

入所者が医療機関に入院後、当該医療機関を退院し、同一月に再度当該
医療機関に入院する場合には、本加算を算定していない。 □ 該当

・21号告示1ﾎ(3)注3､
・40号通知第2-5(22)②､
・Q&AH15/4施設共通Q1

退所時相談援助加算
【Ⅰ904】

退所前連携加算
【Ⅰ904】

・21号告示1ﾎ(4)注4､
・40号通知第2-5(22)③､
・Q&AH15/4施設共通Q5～9
・Q&AR3Vol.3問89

退所時情報提供加算
【Ⅰ904】

□
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

（１）当該協力医療機関が、次の①～③の要件を満たしている場合　５
０単位それ以外は５単位 □ 該当

①入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応
を行う体制を、常時確保していること。 □ 満たす

②当該施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、
常時確保していること。 □ 満たす

③入所者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医
療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められ
た入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

□ 満たす

（１）について、複数の医療機関を協力医療機関として定めることによ
り３要件を満たす場合には、それぞれの医療機関と会議を行っています
か。

□ 満たす

会議での、特に協力医療機関に対して診療の求めを行うこととなる可能
性が高い入所者や新規入所者を中心に情報共有や対応の確認等 □ 満たす

会議の概ね月に１回以上の開催 □ 満たす

会議の開催状況についての概要の記録 □ 満たす

協力医療機関連携加算
【Ⅰ908】

□
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

管理栄養士を常勤換算方法で、入所者の数を５０で除して得た数以上配
置（常勤の栄養士を1名以上配置し、給食管理を行っている場合、管理栄
養士を常勤換算方法で、入所者の数を７０で除して得た数以上を配置）

□ 配置

低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対し
て、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職
種の者が共同して作成した栄養ケア計画に従い、当該入所者の栄養管理
をするための食事の観察を定期的に行い、当該入所者ごとの栄養状態、
心身の状況及び嗜好を踏まえた食事の調整等を実施している

□ 満たす

上記入所者以外の入所者に対しても、食事の観察の際に変化を把握し、
問題があると認められる場合は、早期に対応している □ 満たす

入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管
理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効
な実施のために必要な情報を活用している

□ 満たす

定員、人員基準に適合 □ 該当
栄養ケア提供経過記録(参考様式)0907002号
通知

栄養管理減算を算定していない □ 算定していない

栄養マネジメント強化加算
【Ⅰ906,907,908】

□
栄養ケア計画(参考様式)0907002号通知

・21号告示1ﾍ注
・95号告示86の4､27号告示12号
・40号通知第2-5(24)
・老老発0316第4号「科学的介護情報システム
（LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに
事務処理手順及び様式例の提示について」
・厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準
及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護
費等の算定方法
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

定員、人員基準に適合 □ あり

現に経管により食事を摂取している者であって、経口による食事の摂取
を進めるための栄養管理及び支援が必要と医師の指示を受けている □ 受けている

誤嚥性肺炎防止のためのチェック □ あり

医師、管理栄養士、言語聴覚士等多職種共同で経口移行計画の作成 □ あり

計画を入所者又は家族に説明し、同意を得る □ あり

管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員によ
る支援の実施 □ 実施

入所者又は家族の同意を得た日から起算して１８０日以内 □ １８０日以内

１８０日を超える場合の医師の指示の有無 □ あり

１８０日を超えて算定する場合の定期的な医師の指示 □ ２週間毎に実施

栄養管理減算を算定していない □ 算定していない

定員、人員基準に適合 □ あり

現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害を有し、
水飲みテスト等により誤嚥が認められることから、継続して経口による
食事の摂取を進めるための特別な管理が必要である者として、医師又は
歯科医師の指示を受けている

□ 受けている

誤嚥等が発生した場合の管理体制が整備されている □ されている

食形態の配慮など誤嚥防止のための配慮がされている □ されている

医師、歯科医師及び管理栄養士等多職種共同で、月１回以上、栄養管理
をするための食事の観察及び会議等（テレビ電話装置等活用可）を行
い、経口維持計画を作成するとともに、必要に応じた見直しを行ってい
る

□ 行っている

計画を入所者又は家族に説明し、同意を得る □ あり

計画に基づく栄養管理の実施 □ 実施

経口移行加算を算定していない □ 算定していない

栄養管理減算を算定していない □ 算定していない

経口移行加算
【Ⅰ908,909】

経口維持加算（Ⅰ）
【Ⅰ910,911】

経口移行・経口維持計画(様式例)0907002号通知

・21号告示1ﾁ注1
・95号告示67､27号告示12号
・40号通知第2-5(26)
・Q&AH21Vol.2問5～9､H18/4Vol.1問73～75､
H180331問3、H24vol267問191、H24vol273問
33、R3Vol.3問92～94

・21号告示1ﾄ注1、2
・95号告示66､27号告示12号
・40号通知第2-5(25)
・Q&AH21Vol.2問5､H17/10問74～81､追補問
19、H27Vol.454問121、R3Vol.3問91
・経口移行・経口維持計画(様式例)0907002号
通知
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等
に、医師（配置医師を除く。）、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士
が加わっている

□ あり

協力歯科医療機関を定めている □ 定めている

経口維持加算（Ⅰ）を算定している □ 算定している

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導
に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画を作成 □ あり

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管
理を月２回以上行っている □ 月２回以上

歯科衛生士が、入所者に係る口腔衛生等の管理について、介護職員に対
し、具体的な技術的助言及び指導を行っている □ 該当

歯科衛生士が、入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応
じ対応している □ 該当

定員、人員基準に適合 □ 該当

加算（Ⅰ）の基準のいずれにも適合 □ 該当

入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出し、口腔
衛生の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切か
つ有効な実施のために必要な情報を活用している

□ あり

・21号告示1ﾘ
・95号告示69
・40号通知第2-5(27)
・H24vol267問188～190、・H24vol284問11、
R3Vol.3問95～98

・21号告示1ﾘ
・95号告示69
・40号通知第2-5(27)
・老老発0316第4号「科学的介護情報システム
（LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに
事務処理手順及び様式例の提示について」
・H24vol267問188～190、・H24vol284問11、
R3Vol.3問95～98

経口維持加算（Ⅱ）
【Ⅰ910,911】

・21号告示1ﾁ注2
・95号告示67､27号告示12号
・40号通知第2-5(26)
・Q&AH21Vol.2問5～7､H18/4Vol.1問72～75､
H180331問3、R3Vol.3問92～94

経口移行・経口維持計画(様式例)0907002号通知

口腔衛生管理加算（Ⅰ）
【Ⅰ912,913】

口腔衛生管理加算（Ⅱ）
【Ⅰ912,913】
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

管理栄養士又は栄養士による食事提供の管理の実施 □ あり

入所者の状況により適切な栄養量及び内容の食事提供を実施 □ あり

１日につき３回を限度としている □ している

定員、人員基準に適合 □ あり

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供され
た適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰
瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査
食の提供

□ あり

療養食の献立の作成の有無 □ あり 療養食献立表

透析を要する入所者であって、その家族や病院等による送迎が困難であ
る等やむを得ない事情があるものに対して、１月に12回以上、通院のた
め送迎を行った場合は、１月につき５９４単位を算定していますか。

□ 該当

施設外において透析が必要な入所者が、家族等による送迎ができない、
送迎サービスを実施していない病院又は診療所を利用している場合等の
やむを得ない事情により、施設職員が送迎を行った場合に算定できるも
のであり、透析以外の目的による通院送迎は当該加算のための回数に含
めない。

□ 該当

・21号告示1ﾇ注
・94号告示60(23準用)
・95号告示35､27号告示12号
・40号通知第2-5(28)､
・Q&AH21Vol.1問18､Vol.2問10､H17/10問89､
追補問28

・Q&AH30Vol.1問82，83

1日3食を限度とし、1食を1回として、1回単位で
算定する。おやつは算定不可□

□
特別通院送迎加算
【Ⅰ914,915】

療養食加算
【Ⅰ914,915】
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

事前に氏名等を届け出た配置医師が実際に訪問し診察を行っている □ 該当

施設が診療を依頼した時間、配置医師が診療を行った時間、内容につい
ての記録 □ あり

診療の開始時刻が加算の対象となる時間帯（18:00～翌8:00）である □ 該当

看護体制加算（Ⅱ）を算定している □ 算定している

配置医師と施設の間で、緊急時の注意事項や病状等についての情報共有
の方法、曜日や時間帯ごとの医師の連携方法や診察を依頼するタイミン
グ等に関する取り決め等が事前になされており、２４時間配置医師によ
る対応又はその他の医師の往診による対応が可能な体制

□ あり

□

・21号告示1ﾙ注
・96号告示54の2(44の2準用)
・40号通知第2-5(29)

配置医師緊急時対応加算
【Ⅰ916】
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないとの診断 □ あり

入所者又はその家族等の同意を得て、入所者の介護に係る計画が作成さ
れている □ あり

医師、看護職員、生活相談員、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員
等が共同して、随時、入所者等に対して説明をし、同意（口頭で得た場
合は、介護記録に説明日時、内容等及び同意を得た旨を記載）を得てい
る

□ あり

常勤看護師１名以上 □ あり

ＰＤＣＡサイクルにより看取り介護を実施する体制を構築している □ 該当

看取り介護を実施するに当たり、終末期にたどる経過等について、継続
的な説明に努め、入所者に関する記録を活用した説明資料を作成し、そ
の写しを提供している

□ 該当

終末期の身体症状の変化及び介護等についての記録等を介護記録に記録
するとともに、医師、生活相談員、看護職員、介護職員、管理栄養士、
介護支援専門員等による適切な情報共有を行っている

□ 該当

管理者を中心として生活相談員等による協議の上看取りに関する指針を
定め、入所の際に内容を説明し同意を得ている □ あり

他職種協議の上、看取り実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の
見直しを行っている □ 該当

施設退所等の後も継続して入所者の家族指導や医療機関に対する情報提
供等を行い、継続的関わりの中で入所者の死亡を確認している。施設退
所等の際本人又は家族に文書にて同意を得ている

□ あり

職員研修 □ あり

常勤看護職員、又は病院等の看護職員との連携により２４時間の連絡体
制 □ あり

個室又は静養室の利用が可能。多床室であって看取りを行う際には個室
又は静養室を利用 □ 該当

（１）死亡日以前３１日以上４５日以内 □ １日７２単位

（２）死亡日以前４日以上３０日以内 □ １日１４４単位

（３）死亡日の前日及び前々日 □ １日６８０単位

（４）死亡日 □ １日1280単位

□

・21号告示1ｦ注
・96号告示54(45準用)
・94号告示61(48準用)
・40号通知第2-5(30)・(7)④準用
・Q&AH21Vol.2問34､H190219問3、H27Vol.454
問142
・Q&AH30Vol.1問91-93

看取り介護加算（Ⅰ）
【Ⅰ917,918,919】
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないとの診断 □ あり

入所者又はその家族等の同意を得て、入所者の介護に係る計画が作成さ
れている □ あり

医師、看護職員、生活相談員、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員
等が共同して、随時、入所者等に対して説明をし、同意（口頭で得た場
合は、介護記録に説明日時、内容等及び同意を得た旨を記載）を得てい
る

□ あり

常勤看護師１名以上 □ あり

ＰＤＣＡサイクルにより看取り介護を実施する体制を構築している □ 該当

看取り介護を実施するに当たり、終末期にたどる経過等について、継続
的な説明に努め、入所者に関する記録を活用した説明資料を作成し、そ
の写しを提供している

□ 該当

終末期の身体症状の変化及び介護等についての記録等を介護記録に記録
するとともに、医師、生活相談員、看護職員、介護職員、管理栄養士、
介護支援専門員等による適切な情報共有を行っている

□ 該当

管理者を中心として生活相談員等による協議の上看取りに関する指針を
定め、入所の際に内容を説明し同意を得ている □ あり

他職種協議の上、看取り実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の
見直しを行っている □ 該当

施設退所等の後も継続して入所者の家族指導や医療機関に対する情報提
供等を行い、継続的関わりの中で入所者の死亡を確認している。施設退
所等の際本人又は家族に文書にて同意を得ている

□ あり

職員研修 □ あり

常勤看護職員、又は病院等の看護職員との連携により２４時間の連絡体
制 □ あり

個室又は静養室の利用が可能。多床室であって看取りを行う際には個室
又は静養室を利用 □ 該当

入所者の死亡場所が当該施設内である □ 該当

配置医師緊急時対応加算を届け出ている □ 該当

（１）死亡日以前３１日以上４５日以内 □ １日７２単位

（１）死亡日以前４日以上３０日以内 □ １日１４４単位

（２）死亡日の前日及び前々日 □ １日７８０単位

（３）死亡日 □ １日1580単位

□
看取り介護加算（Ⅱ）
【Ⅰ917,918,919】

・21号告示1ｦ注
・96号告示54(45準用)
・94号告示61(48準用)
・40号通知第2-5(30)・(7)④準用､(28)⑤準用
・Q&AH21Vol.2問34､H190219問3、H27Vol.454
問142

-27 -



届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

算定日の属する月の前６月間の退所者(在宅・入所相互利用加算対象者を
除く。)総数のうち在宅で介護を受けることとなった者(入所期間１月超)
の割合が２０／１００を超えている

□ 該当

退所日から３０日以内に居宅を訪問し、在宅生活が１月以上継続するこ
との確認、記録の実施 □ あり

入所者の家族との連絡調整の実施 □ あり

入所者が希望する居宅介護支援事業者に対し、必要な情報提供、退所後
の利用サービス調整の実施 □ あり 介護状況を示す文書

算定根拠等の関係書類の整備の有無 □ あり

あらかじめ在宅期間、入所期間を定め、文書による合意を得ている □ あり

介護に関する目標、方針等について利用者等への説明及び合意の有無 □ あり

施設の介護支援専門員、介護職員等、在宅の介護支援専門員等との支援
チームの結成 □ あり

概ね月に１回のカンファレンスの実施及び記録の有無 □ あり
次期在宅期間､入所期間の介護の目標及び方
針をまとめた記録

入所者総数のうち介護を必要とする認知症の対象者（日常生活自立度ラ
ンクⅢ以上の者）の割合が１／２以上 □ 該当

認知症介護に係る専門的な研修終了者を、対象者の数が２０人未満の場
合は１人以上、対象者が２０人以上の場合は、１に当該対象者が１９名
を超えて１０又はその端数を増すごとに１を加えた人数を配置し、チー
ムとしての専門的な認知症ケアの実施

□ 該当

留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議（テレビ電話装置等活用可）
を定期的に実施
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ
ダンス」、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を
遵守している

□ 該当

入所者総数のうち介護を必要とする認知症の対象者（日常生活自立度ラ
ンクⅢ以上の者）の割合が１／２以上 □ 該当

認知症介護に係る専門的な研修終了者を、対象者の数が２０人未満の場
合は１人以上、対象者が２０人以上の場合は、１に当該対象者が１９名
を超えて１０又はその端数を増すごとに１を加えた人数を配置し、チー
ムとしての専門的な認知症ケアの実施

□ 該当

□

□

□

認知症専門ケア加算(Ⅰ)
【Ⅰ922】

在宅・入所相互利用加算
【Ⅰ920,921】

・21号告示1ヨ注
・94号告示63(30準用)
・95号告示3の2
・40号通知第2-5(33)
・Q&AH21Vol.1問112～116､Vol.2問39､
H210513(Vol.88)問
・Q&AR3Vol.4問29～38

認知症専門ケア加算(Ⅱ)
【Ⅰ922】

・21号告示1ｶ注
・94号告示62(49準用)
・95号告示71
・40号通知第2-5(32)
・Q&AH180904問11、H27Vol.454問140
同意書

・21号告示1ﾜ注
・95号告示70
・40号通知第2-5(31)
・Q&AH18/4Vol.1問68～71

・21号告示1ヨ注
・94号告示63(30準用)
・95号告示3の2
・40号通知第2-5(33)
・Q&AH21Vol.1問112～116､Vol.2問39､
H210513(Vol.88)問
・Q&AR3Vol.4問29～38
認知症介護に係る専門的な研修：認知症介護
実践ﾘｰﾀﾞｰ研修及び認知症看護に係る適切な
研修を指す

在宅復帰支援機能加算
【Ⅰ920,921】
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議（テレビ電話装置等活用可）
を定期的に実施
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ
ダンス」、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を
遵守している

□ 該当

認知症の指導に係る専門的な研修終了者を上記の基準に加え１名以上配
置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導を実施 □ 該当

介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画の作成及び研修
の実施 □ 該当

施設における入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注
意を必要とする認知症の者の占める割合が２分の１以上 □ 該当

認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応に資する認知症介
護の指導に係る専門的な研修を修了している者又は認知症介護に係る専
門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラ
ムを含んだ研修を修了している者を１名以上配置し、かつ、複数人の介
護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでい
る。

□ 該当

対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、
その評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等のチー
ムケアの実施

□ 該当

認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カン
ファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程
度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行って
いる。

□ 該当

施設における入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注
意を必要とする認知症の者の占める割合が２分の１以上 □ 該当

対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、
その評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等のチー
ムケアの実施

□ 該当

□

認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カン
ファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程
度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行って
いる。

□ 該当

認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研
修を修了している者を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成
る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる。

□ 該当

□

認知症介護の指導に係る専門的な研修：認知
症介護指導者研修及び認知症看護に係る適切
な研修を指す

・21号告示1ヨ注
・94号告示63(30準用)
・95号告示3の2
・40号通知第2-5(33)
・Q&AH21Vol.1問112～116､Vol.2問39､
H210513(Vol.88)問
・Q&AR3Vol.4問29～38

認知症専門ケア加算(Ⅱ)
【Ⅰ922】

認知症チームケア推進加算（Ⅰ）
【Ⅰ923】□

認知症チームケア推進加算（Ⅱ）
【Ⅰ923】
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

医師が緊急に入所することが適当であると判断している □ 該当

医師が判断した当該日又は次の日に利用を開始している □ 該当

入所した日から起算して７日を限度として算定 □ 該当

入所者又は家族の同意を得ている □ あり

入所後速やかに退所に向けた施設サービス計画を策定している □ 該当

次に掲げる者が、直接当該施設へ入所した場合ではないこと
ａ 病院又は診療所に入院中の者
ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の
者
ｃ 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、短
期利用特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、短期利用
共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期
利用特定施設入居者生活介護を利用中の者

□ 該当

判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しているか。
また、施設も判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意
事項等を介護サービス計画書に記録している

□ 該当

当該加算の算定にあたっては、個室等、認知症の行動・心理症状の増悪
した者の療養に相応しい設備を整備している □ 該当

当該入所者が入所前１月の間に、当該介護老人福祉施設に入所したこと
がない場合及び過去１月の間に当該加算（他サービスを含む）を算定し
たことがない場合である

□ 該当

・21号告示1ﾀ注
・40号通知第2-5(34)
・H24vol267問183､184

認知症行動・心理症状緊急対
応加算
【Ⅰ924】

□
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時又は
利用開始時に評価し、少なくとも３月に１回の評価を行いその結果等の
情報を厚生労働省へ報告し、当該情報を活用している

□ 該当

評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医
師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者
が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成している

□ 該当

入所者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管
理の内容や入所者の状態について定期的に記録している □ 該当

評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに褥瘡ケア計画を見
直している □ 該当

・21号告示1ﾚ注
・40号通知第2-5(35)
・95号告示71の2
・老老発0316第4号「科学的介護情報システム
（LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに
事務処理手順及び様式例の提示について」
・Q&AH30Vol.1問86、R3Vol.3問99

□
褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）
【Ⅰ925,926】
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

加算（Ⅰ）の基準のいずれにも適合している □ 該当

施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所
者等について、褥瘡の発生がない □ 該当

施設入所時に褥瘡があったものについては、当該褥瘡の治癒後に、褥瘡
の再発がない □ 該当

令和３年３月３１日において、令和３年度改定前の褥瘡マネジメント加
算の届出を行っている □ 該当

今後ＬＩＦＥを用いた情報の提出に必要な検討を行っている □ 該当

入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時又は
利用開始時に評価し、少なくとも３月に１回の評価を行いその結果等の
情報を厚生労働省へ報告し、当該情報を活用している

□ 該当

評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医
師、看護師、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、
褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成している

□ 該当

入所者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管
理の内容や入所者の状態について定期的に記録している □ 該当

評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに褥瘡ケア計画を見
直している □ 該当

排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みにつ
いて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するととも
に、少なくとも６月に１回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省
に提出し、当該情報等を活用している

□ 該当

評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込ま
れる者について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、排せつ
に介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該
支援計画に基づく支援を継続して実施している

□ 該当

評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者等ごとに支援計画を見直
している □ 該当

□
褥瘡マネジメント加算（Ⅲ）
【Ⅰ925,926】

□

・21号告示1ｿ注
・95号告示71の3
・40号通知第2-5(36)
・老老発0316第4号「科学的介護情報システム
（LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに
事務処理手順及び様式例の提示について」
・Q&AH18/4Vol.1問68～71
・Q&AR3Vol.3問101～103

□
排せつ支援加算（Ⅰ）
【Ⅰ927,928】

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）
【Ⅰ925,926】

・21号告示1ﾚ注
・40号通知第2-5(35)
・老老発0316第4号「科学的介護情報システム
（LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに
事務処理手順及び様式例の提示について」
・Q&AH30Vol.1問86、R3Vol.3問99、104
・加算Ⅲは、令和3年3月31日において、令和3
年度改定前の褥瘡マネジメント加算に係る届出
を行う施設について、今後ＬＩＦＥを用いた情報
の提出に切り替えるように必要な検討を行うこと
を前提に、経過措置として、令和3年度末まで、
従前の要件での算定が認められている
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

加算（Ⅰ）の基準のいずれにも適合している □ 該当

次のいずれかに適合している
(1)評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時
又は利用開始時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改
善するとともに、いずれにも悪化がない
(2)評価の結果、施設入所時又は利用開始時におむつを使用していた者で
あって、要介護状態の軽減が見込まれるものについて、おむつを使用し
なくなっている

□ 該当

加算（Ⅰ）の基準のいずれにも適合している □ 該当

評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時又
は利用開始時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善
するとともに、いずれにも悪化がない

□ 該当

評価の結果、施設入所時又は利用開始時におむつを使用していた者で
あって、要介護状態の軽減が見込まれるものについて、おむつを使用し
なくなっている

□ 該当

令和３年３月３１日において、令和３年度改定前の排せつ支援加算の届
出を行っている □ 該当

今後ＬＩＦＥを用いた情報の提出に必要な検討を行っている □ 該当

医師が入所者ごとに、施設入所時に自立支援に係る医学的評価を行い、
その後少なくとも6月に1回見直しを行うとともに、その結果等の情報を
厚生労働省に提出し、必要な情報を活用している

□ 該当

医学的評価の結果、自立支援の促進が必要であるとされた入所者ごと
に、医師、看護職員、介護職員介護支援専門員その他の職種の者が共同
して、支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施している

□ 該当

医学的評価に基づき、少なくとも３月に１回、入社者ごとに支援計画を
見直している □ 該当

医師が自立支援に係る支援計画の策定等に参加している □ 該当

・21号告示1ｿ注
・95号告示71-3
・40号通知第2-5(36)
・老老発0316第4号「科学的介護情報システム
（LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに
事務処理手順及び様式例の提示について」
・Q&AH18/4Vol.1問68～71
・Q&AR3Vol.3問101～103

・21号告示1ﾂ注
・95号告示71-4
・40号通知第2-5(37)
・老老発0316第4号「科学的介護情報システム
（LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに
事務処理手順及び様式例の提示について」
・Q&AH18/4Vol.1問68～71・Q&AR3Vol.2問
41、Vol.3問100、Vol.10問4～10

□
排せつ支援加算（Ⅱ）
【Ⅰ927,928】

・21号告示1ｿ注
・95号告示71-3
・40号通知第2-5(36)
・老老発0316第4号「科学的介護情報システム
（LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに
事務処理手順及び様式例の提示について」
・Q&AH18/4Vol.1問68～71
・Q&AR3Vol.3問101～103

□

□

□

自立支援促進加算
【Ⅰ929,930】

排せつ支援加算（Ⅳ）
【Ⅰ927,928】

排せつ支援加算（Ⅲ）
【Ⅰ927,928】

-33 -



届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入
所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出している □ 該当

必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たっ
て、上記情報その他サービスを適切かつ有効に提供するための情報を活
用している

□ 該当

入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入
所者の心身の状況等に係る基本的な情報に加えて、入所者ごとの疾病の
状況等の情報を、厚生労働省に提出している

□ 該当

必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たっ
て、上記情報その他サービスを適切かつ有効に提供するための情報を活
用している

□ 該当

事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された事故発生の防止
のための指針を整備している □ 該当

事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、
当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する
体制を整備している

□ 該当

事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等活用可）及び従業者
に対する研修を定期的に行っている □ 該当

上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いている □ 該当

担当者が安全対策に係る外部における研修を受けている □ 該当

施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整
備されている □ 該当

・21号告示1ﾈ注
・95号告示71-5
・40号通知第2-5(38)
・老老発0316第4号「科学的介護情報システム
（LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに
事務処理手順及び様式例の提示について」
・Q&AR3Vol.10問3

・21号告示1ﾈ注
・95号告示71-5
・40号通知第2-5(38)
・老老発0316第4号「科学的介護情報システム
（LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに
事務処理手順及び様式例の提示について」
・Q&AR3Vol.10問3

□

□

□

安全対策体制加算
【Ⅰ931】

科学的介護推進体制加算
（Ⅰ）
【Ⅰ930,931】

・21号告示1ﾅ注
・96号告示54の3
・40号通知第2-5(39)
・Q&AR3Vol.2問39～40

科学的介護推進体制加算
（Ⅱ）
【Ⅰ930,931】
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う
体制を確保している。 □ 該当

協力医療機関等との間で、感染症の発生時等の対応を取り決めるととも
に、感染症の発生時等に、協力医療機関等と連携し適切に対応してい
る。

□ 該当

感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機
関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に１年に１回以上参加し
ている。

□ 該当

高齢者施設等において感染対策を担当する者が、医療機関等が行う院内
感染対策に関する研修又は訓練に少なくとも１年に 1 回以上参加し、指
導及び助言を受けている。

□ 該当

第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う
体制を確保している。 □ 該当

季節性インフルエンザやノロウイルス感染症、新型コロナウイルス感染
症など特に高齢者施設等において流行を起こしやすい感染症について、
協力医療機関等と連携し、感染した入居者に対して適切に医療が提供さ
れる体制が構築されている。

□ 該当

感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に１回以上、
施設内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けている。 □ 該当

感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、少なくとも３年に
１回以上、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導
を受けている場合に、月１回算定している。

□ 該当

実地指導については、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関に
おいて設置された感染制御チームの専任の医師又は看護師等が行ってい
る。

□ 該当

□
新興感染症等施設療養費
【Ⅰ932,933】

 施設が、入所者が感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等
を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、
適切な感染対策を行った上で、指定介護福祉施設サービスを行った場合
に、１月に１回、連続する５日を限度として１日につき２４０単位を加
算していますか。

□ 該当

□
高齢者施設等感染対策向上加
算（Ⅱ）
【Ⅰ932,933】

高齢者施設等感染対策向上加
算（Ⅰ）
【Ⅰ932,933】

□
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

①利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資
する方策を検討するための委員会において、以下ａ～ｄについて必要な
検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認している。

ａ業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器（以下
「介護機器」という。）を活用する場合における利用者の安全及びケア
の質の確保

□ 該当

ｂ職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 □ 該当

ｃ介護機器の定期的な点検 □ 該当

ｄ業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研
修 □ 該当

②①の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及び質の確保並びに
職員の負担軽減に関する実績がある。 □ 該当

③介護機器を複数種類活用している。 □ 該当

④①の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化
及び質の確保並びに負担軽減について必要な検討を行い、当該検討を踏
まえ、必要な取組を実施し、及び当該取組の実施を定期的に確認してい
る。

□ 該当

⑤事業年度ごとに①、③及び④の取組による業務の効率化及び質の確保
並びに職員の負担軽減に関する実績を厚生労働省に報告している。 □ 該当

生産性向上推進体制加算（Ⅰ）
【Ⅰ934,935,936】

□
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

①利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資
する方策を検討するための委員会において、次に掲げる事項について必
要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認している。

業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器（以下
「介護機器」という。）を活用する場合における利用者の安全及びケア
の質の確保

□ 該当

職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 □ 該当

介護機器の定期的な点検 □ 該当

業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修 □ 該当

②介護機器を活用している。 □ 該当

③事業年度ごとに①及び②の取組による業務の効率化及び質の確保並び
に職員の負担軽減に関する実績を厚生労働省に報告している。 □ 該当

次のいずれかに適合している
①介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が８０／１００以上
②介護職員の総数のうち勤続年数10年以上の介護福祉士の割合が３５／
１００以上

□ 該当

提供する施設サービスの質の向上に資する取組を実施している □ 該当

定員、人員基準に適合 □ 該当

介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が６０／１００以上 □ 該当

定員、人員基準に適合 □ 該当

次のいずれかに適合すること
①看護、介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が５０／１００以上
②看護、介護職員の総数のうち、常勤職員の割合が７５／１００以上
➂介護老人福祉施設サービスを入所者に直接提供する職員の総数のう
ち、勤続年数７年以上の割合が３０／１００以上

□ 該当

定員、人員基準に適合 □ 該当

□

□

□
サービス提供体制強化加算
（Ⅱ）
【Ⅰ935】

サービス提供体制強化加算
（Ⅲ）
【Ⅰ935】

サービス提供体制強化加算
（Ⅰ）
【Ⅰ935】

・21号告示1ﾗ注
・95号告示87(72準用)
・27号告示12号
・40号通知第2-5(40)､-4(18)➂準用
・Q&AH21Vol.1問2･5～7･77、R3Vol.3問126

短期併設の場合、空床利用型は特養本体と一
体で算定。併設型は勤務実態等に応じて兼務
職員を特養と短期に按分して別々に算定
職員割合の算出：常勤換算で前年度(3月を除
く)の平均(H21年度中及び前年度実績6月未満
の新規事業所にあっては届出月の前3月の平均
を用い毎月直近3月間の所定割合を維持)
介護福祉士資格：前月末日時点で取得
直接提供する職員：生活相談員、介護職員、看
護職員又は機能訓練指導員
勤続年数：前月の末日時点による(同一法人内
での他事業所の勤続年数を含める。)

生産性向上推進体制加算
（Ⅱ）
【Ⅰ934,935,936】

□
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

１　介護職員処遇改善加算の算定額を上回る介護職員の賃金改善を実施
すること

□ 該当

２　１の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法
その他を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、県に届け出ている
こと

□ 該当

３　 次に掲げる基準のいずれにも適合すること

（１）【月額賃金改善要件Ⅰ】
　加算Ⅳの加算額の２分の１以上に相当する額以上を、基本給又は毎月
支払われる手当（以下「基本給等」という。）の改善に充てている。
　※令和７年度から適用

□ 該当

（２）【月額賃金改善要件Ⅱ】
　令和６年５月３１日時点で、旧処遇改善加算を算定し、かつ、旧ベー
スアップ等加算を算定していない事業所が、令和８年３月３１日までに
新規に加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合は、仮に旧ベース
アップ等加算を算定する場合に見込まれる加算額の３分の２以上の基本
給等の引上げを実施している。

□ 該当

(３)　【キャリアパス要件Ⅰ】　（任用要件・賃金体系の整備等）
　次に掲げる要件の全てに適合すること
ア　介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等の要件を定
めていること。
イ　アに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定
めていること。
ウ　ア及びイの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備
し、全ての介護職員に周知していること。
　※令和７年度においても年度内に対応することの誓約で可

□ 該当

（４）【キャリアパス要件Ⅱ】　（研修の実施等）
　次に掲げる要件の全てに適合すること
ア　介護職員の資質向上又は資格取得のための支援に関する計画を策定
し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること
イ　アについて、全ての介護職員に周知していること
　※令和７年度においても年度内に対応することの誓約で可

□ 該当

（５）【キャリアパス要件Ⅲ】　（昇給の仕組みの整備等）
　次に掲げる要件の全てに適合すること
ア　介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の
基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
イ　アの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全
ての介護職員に周知していること
　※令和７年度においても年度内に対応することの誓約で可

□ 該当

「介護職員等処遇改善加算等に関する基本
的考え方並びに事務処理手順及び様式例の
提示について」

介護職員等処遇改善
加算（Ⅰ）

「介護職員等処遇改善加算等に関する基本
的考え方並びに事務処理手順及び様式例の
提示について」

介護職員等処遇改善
加算（Ⅰ）
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届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

（６）【キャリアパス要件Ⅳ】　（改善後の年額賃金要件）
　「経験・技能のある介護職員」のうち１人以上は、賃金改善後の賃金
の見込み額が年額４４０万円以上であること（加算等による賃金改善以
前の賃金が年額４４０万円以上の者を除く。）
　※加算の算定額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善
が困難である場合は適用除外

□ 該当している

（７）【キャリアパス要件Ⅴ】　（介護福祉士の配置等要件）
　サービス類型ごとに以下の届出を行っていること。
　・介護老人保健施設、介護医療院、（介護予防）認知症対応型共同生
活介護、（介護予防）通所リハビリテーション
　サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡを算定していること
・介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設
　サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡを算定している、若しくは日常生

□ 該当

（８）【職場環境等要件】
○加算Ⅰ・Ⅱ
・６つの区分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以上、うち一
部は必須）取り組む。
・情報公表システム等で実施した取組の内容について具体的に公表す
る。
○加算Ⅲ・Ⅳ
・６つの区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は２つ以上）取り組
む。
　※令和７年度中は年度内に対応することの誓約で可
　※「介護人材確保・職場環境改善等事業」を申請している場合は、要
件を満たすものとする

□ 該当

４　事業年度ごとに介護職員処遇改善実績報告書を作成し、県に提出し
ていること

□ 該当

５　賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとと
もに、就業規則等の内容についても職員に周知すること

□ 該当している

６　労働基準法等を遵守すること □ 該当

介護職員等処遇改善
加算（Ⅱ）

加算（Ⅰ）の１から２、４から６に加え、３（１）から（６）及び
（８）の要件をすべて満たすこと

□ 該当
「介護職員等処遇改善加算等に関する基本
的考え方並びに事務処理手順及び様式例の

「介護職員等処遇改善加算等に関する基本
的考え方並びに事務処理手順及び様式例の
提示について」

介護職員等処遇改善
加算（Ⅰ）

「介護職員等処遇改善加算等に関する基本
的考え方並びに事務処理手順及び様式例の
提示について」

介護職員等処遇改善
加算（Ⅰ）

-39 -



届出状況 点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

介護職員等処遇改善
加算（Ⅲ）

加算（Ⅰ）の１から２、４から６に加え、３（１）から（５）及び
（８）の要件をすべて満たすこと

□ 該当
「介護職員等処遇改善加算等に関する基本
的考え方並びに事務処理手順及び様式例の
提示について」

介護職員等処遇改善
加算（Ⅳ）

加算（Ⅰ）の１から２、４から６に加え、３（１）から（４）及び
（８）の要件をすべて満たすこと

□ 該当
「介護職員等処遇改善加算等に関する基本
的考え方並びに事務処理手順及び様式例の
提示について」
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